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   ＢＳＥ全頭検査の実施に関する意見書 

 

上記意見書案を別紙のとおり提出いたします。 
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   ＢＳＥ全頭検査の実施に関する意見書 

 

厚生労働省は、各都道府県が自主的に実施する「２０ヶ月齢以下

のと畜牛に対するＢＳＥ検査」に係る費用を、平成１７年８月から

３ヶ年を期限として、国費により補助されており、現在に至るまで、

全都道府県等でＢＳＥ全頭検査が実施されているところです。 

この間、２０ヶ月齢以下のと畜牛を含めたＢＳＥ全頭検査は、Ｓ

ＲＭの除去等と併せ、食肉の安全・安心を確保するために、重要な

役割を果しておりますが、ＢＳＥの発生原因については、未だ解明

されておらず、２０ヶ月齢以下の牛でＢＳＥが発生しないという確

証がないなど、消費者のＢＳＥに対する不安は依然として払拭され

ていない状況にあります。 

こうした中で、厚生労働省は、「２０ヶ月齢以下のと畜牛に対す

るＢＳＥ検査」に係る国庫補助については、当初の予定どおり、２

０年７月末日をもって打ち切るとの方針を出したところです。 

さらに、各都道府県のＢＳＥ検査に齟齬が生じることで、消費の

不安と生産・流通の現場において混乱が生じるおそれがあることを

理由に、２０年７月末日をもって「２０ヶ月齢以下のと畜牛に対す

るＢＳＥ検査」を一斉に終了するよう、厚生労働省から各都道府県

知事等に対して文章通知を行ったとの新聞報道がなされております。 

ＢＳＥの発生原因が究明されておらず、また、消費者のＢＳＥに

対する不安が完全に払拭されていない中にあっては、今回の方針決

定及び文章通知は、かえって消費者の不信・不安を高めるとともに、

地方自治体が行う食の安全・安心を確保するための地道な取組みを

阻害するものであり、甚だ遺憾であります。 

つきましては、次の事項について、強く要望します。 

記 

１ 国はＢＳＥ全頭検査が継続されるよう、２０ヶ月齢以下のＢＳ

Ｅ検査に対する補助を継続し、都道府県毎に齟齬が生じないよう

にすること。 



  

２ 国は、食の安全・安心の確保に向けて、引き続き、ＢＳＥの原

因究明等に努めること。 

３ 国は、地方自治体等が行う食の安全・安心を確保するための取

組みを阻害することのないよう、各都道府県に対して行った通知

について撤回すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成１９年１２月１７日 

 

 

長沼町議会議長  駒 谷 広 栄 

 

 

提出先 

 内 閣 総 理 大 臣 

 厚 生 労 働 大 臣  各  通 

 農 林 水 産 大 臣 


